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2016年度税制改正大綱には、消費税の軽減税率

は消費税率10％引上げ時の「2017年４月１日から

導入する」と明記された。併せて、複数税率制度

に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求

書等保存方式（いわゆる「インボイス制度」）を2021

年４月１日から導入する。それまでの間について

は、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつ

つ、区分経理に対応するための措置を講ずる、と

した。

軽減税率の対象となる「軽減対象資産の譲渡等」

（仮称）については、（1）飲食料品の譲渡、（2）定期

購読契約が締結された新聞の譲渡、で決着。飲食

料品とは、「食品表示法に規定する食品（酒税法に

規定する酒類を除く）であって、食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の

飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く」と定義した。

つまり、飲食店内で食べる場合を「外食」として定義して軽減税率の対象外となり、テイクアウトや持ち帰り、宅配などは軽減税

率の対象となる。

（2）の定期購読契約が締結された新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週

２回以上発行される新聞に限る。

軽減税率制度の適用時期については、2017年４月１日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税

地域から引き取られる課税貨物について適用する。

消費税軽減税率を17年４月から導入
酒類・外食を除く飲食料品に適用

税理士の

インボイス制度とは、売上側が税額などを記載した請求書等を発行し、仕入側はこの書

類に基づいて仕入税額控除を行うという制度です。税制大綱では、この制度が導入され

るまでの期間で、税率の異なるごとに区分処理することが困難な場合には簡易計算も認

められているようです。これは一定の方法で軽減税率割合を算出し納税額を計算するも

のです。また、その期間の簡易課税の届出の提出期限は、「適用を受けようとする課税

期間の末日」までとなり原則課税と比較して有利な方を選択できるようになります。
堺事業部　森山享亮



「顧客満足」の本質

「顧客満足」（CS＝Customer Satisfaction）という言葉を聞いたことのない人はいないと思います。また、「顧客満足」が必要ない、

と考える人も同様にいないはずです。顧客満足の重要性は今に始まった事ではなく、今から約260年も前に近江商人が「三方よし」

（売り手よし、買い手よし、世間よし）という理念を持っていたことからも、古くから重要視されてきた概念であるといえます。

一方で、これほど実態がつかみにくく、本当の意味での「顧客満足」という言葉の内容を理解している人・企業が少ない言葉もな

いのではないでしょうか。

本レポートでは、「顧客満足」の本質を理解し、自社の「顧客満足」への取り組みの参考にしていただければ幸いです。

「顧客満足」が以前にも増して重要視されてきた理由としては、以下のようなことが考えられます。

このような理由により、「顧客満足」を達成できるかどうかが企業の明暗を分ける時代であることから、再び「顧客満足」が叫ばれ

ているのです。

コンサルの

上記の時代背景は消費者の行動を変化させているだけでなく、競合他社も消費者の行動を意識して対応した戦

略をとってくるのは言うまでもありません。例えば顧客ニーズを把握し、参入したとしてもそれが他社の得意

分野だとしたら、他社に飲み込まれてしまう恐れがあり、参入してはいけない分野かもしれません。

また、自社の強みは顧客ニーズの主流ではないかもしれませんが、特定の顧客には非常に価値が高く、他社に

は参入できない分野かもしれません。

重要なのは顧客・自社・他社を総合的に分析した上で意思決定を行うことが顧客満足・企業成長につながるキー

になります。

中小企業診断士

石田竜佑

「顧客満足」が再び注目されるに至った４つの時代背景

●モノを作れば売れる、という時代ではない

　→少子高齢化によるマーケット縮小

　→「マイカーよりレンタカー、マイホームより賃貸」というニーズの変化

　→「エコロジー」意識の高まりから、モノを大事に、長く使う風潮に変わってきた。

●「一度のご縁を一生のご縁に」の必要性の高まり

　→上記のように、巨大な新規マーケットが誕生しにくくなっていることから、新規顧客の獲得のみではなく、顧客との長

　　い取引の中で、リピートオーダー、買い替え、買い増しをして頂くことが必要になってきた。

●「問題解決」にならないと買わない

　→高度成長時代は「モノを手に入れる」ことが目的だったが、モノが溢れている現代では、「留守が多いので、その間に掃

　　除をしてもらいたい＝ルンバ」「母の介護をするため同居しなければならない＝バリアフリーのマンション」というよう

　　に、問題解決や理想が叶わなければ購入しなくなった。

●顧客の方が多くの情報を持っている

　→インターネットやSNSの普及により、「購入したいモノの値段比較をワンクリックで」「行きたいレストランの検索が容

　　易に、かつ評価が一目でわかる」など、サービスの提供側より多くの情報を保有し選択することができるようになった。



No.1602


